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むつ市議会第１８６回定例会会議録 第７号

平成１７年１２月２１日（水曜日）午前１０時開議議事日程 第７号

◎諸般の報告

【特別委員会の設置】

第１ 下北駅前整備促進特別委員会設置及び付託

【委員長報告、質疑、討論、採決】

第２ 議案第227号 むつ市心身障害者集会施設条例

第３ 議案第228号 むつ市野菜集荷貯蔵施設条例

第４ 議案第229号 むつ市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例

第５ 議案第230号 むつ市地域特産品生産施設条例

第６ 議案第231号 むつ市脇野沢保養センター条例

第７ 議案第232号 むつ市脇野沢野営場条例

第８ 議案第233号 むつ市奥薬研修景公園条例

第９ 議案第234号 むつ市脇野沢リフレッシュセンター条例

第10 議案第235号 むつ市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

第11 議案第236号 むつ市育英基金条例の一部を改正する条例

第12 議案第237号 むつ市立学校設置条例の一部を改正する条例

第13 議案第238号 むつ市立図書館設置条例の一部を改正する条例

第14 議案第239号 むつ職業能力開発校条例の一部を改正する条例

第15 議案第240号 むつ市脇野沢高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例

第16 議案第241号 むつ市営牧野設置条例の一部を改正する条例

第17 議案第242号 むつ市営脇野沢家畜管理施設条例の一部を改正する条例

第18 議案第243号 むつ市堆肥センター条例の一部を改正する条例

第19 議案第244号 むつ市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正する条例

第20 議案第245号 むつ市青森東部区域畜産基地建設事業受益者負担金等徴収条例を廃止する条例

第21 議案第246号 指定管理者の指定について

第22 議案第247号 字の区域の変更について

第23 議案第249号 平成16年度むつ市一般会計歳入歳出決算

第24 議案第250号 平成16年度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

第25 議案第251号 平成16年度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算

第26 議案第252号 平成16年度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算

第27 議案第253号 平成16年度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

第28 議案第254号 平成16年度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算

第29 議案第255号 平成16年度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算
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第30 議案第256号 平成16年度むつ市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

第31 議案第257号 平成16年度むつ市用地造成事業会計決算

【議員提出議案上程、提案理由説明、質疑、討論、採決】

第32 議員提出議案第11号 「真の地方分権改革の確実な実現」に関する意見書

第33 議員提出議案第12号 議会制度改革の早期実現に関する意見書

第34 議員提出議案第13号 「地域と中小企業の金融環境の改善と金融の円滑化」を求める意見書

第35 議員提出議案第14号 総合的なアスベスト対策の実施を求める意見書

第36 議員提出議案第15号 建設国保の育成・強化に関する意見書

本日の会議に付した事件

議事日程に同じ
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出席議員（５８人）

１番 濵 田 栄 子 ２番 堺 孝 悦

３番 川 端 一 義 ４番 杉 浦 洋

５番 白 井 二 郎 ６番 村 中 徹 也

７番 川 下 八 十 美 ８番 小 林 正

９番 菊 池 一 郎 １０番 新 谷 功

１１番 髙 田 正 俊 １３番 東 健 而

１４番 澤 藤 一 雄 １５番 石 田 勝 弘

１６番 冨 岡 幸 夫 １７番 杉 浦 守 彦

１８番 柴 田 峯 生 １９番 山 本 留 義

２０番 久 保 田 昌 司 ２１番 横 垣 成 年

２２番 工  孝 夫 ２３番 大 澤 敬 作

２４番 松 野 裕 而 ２５番 東 谷 良 久

２６番 東 谷 正 司 ２７番 佐 々 木 隆 徳

２８番 立 石 政 男 ２９番 竹 本 強

３０番 千 船 司 ３１番 坂 井 一 利

３２番 福 永 忠 雄 ３３番 板 井 磯 美

３４番 飛 内 賢 司 ３５番 赤 松 功

３６番 田 澤 光 雄 ３７番 德 誠

３８番 佐 々 木 肇 ３９番 鎌 田 ち よ 子

４０番 菊 池 広 志 ４１番 野 呂 泰 喜

４２番 佐 藤 司 ４３番 千 賀 武 由

４４番 目 時 睦 男 ４５番 田 髙 利 美

４７番 菊 池 清 ４８番 柏 谷 均

４９番 工  清 四 郎 ５１番 服 部 清 三 郎

５３番 杉 本 清 記 ５４番 慶 長 德 造

５７番 本 間 千 佳 子 ５８番 半 田 義 秋

５９番 坪 田 智 十 司 ６０番 斉 藤 孝 昭

６１番 中 村 正 志 ６２番 富 岡 修

６３番 川 端 澄 男 ６４番 宮 下 順 一 郎

欠席議員（５人）

１２番 村 川 壽 司 ４６番 澤 田 博 文

５２番 池 田 正 利 ５５番 工  直 義

５６番 牛 滝 春 夫
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説明のため出席した者

市 長 杉 山 肅 助 役 田 頭 肇

収 入 役 田 中 實 教 育 長 牧 野 正 藏

公 営 企 業 代 表杉 山 重 一  池 十  夫管 理 者 監 査 委 員

総 務 部 長 齋 藤 純 企 画 部 長 渡 邉 悟

保 健 福 祉民 生 部 長 髙 橋 勉 名 久 井 耕 一部 長

経 済 部 長 森 正 剛 建 設 部 長 藤 井 幸 男

教 育
委 員 会教 育 部 長 宮 下 孝 信 新 谷 加 水事 務 局
理 事

公 営 監 査 委 員新 谷 博 仁 小 川 照 久企 業 局 長 事 務 局 長

総 務 部 企 画 部副 理 事 ・ 佐 藤 節 雄 工 藤 武 勝次 長総 務 課 長

企 画 部 選 挙 管 理
財 政 近 原 芳 栄 委 員 会 大 芦 清 重
調 整 監 事 務 局 長

農 業 企 画 部委 員 会 西 山 肇 奥 島 愼 一企 画 課 長事 務 局 長

企 画 部 川 内下 山 益 雄 佐 藤 吉 男財 政 課 長 庁 舎 所 長

大 畑 脇 野 沢中 嶋 康 夫 千 船 藤 四 郎庁 舎 所 長 庁 舎 所 長

総 務 部総 務 部 総 務 課総 務 課 長 濱 田 賢 一 澁 田 剛行 政 係補 佐 主 査

事務局職員出席者

事 務 局 長 藤 田 修 次 長 小 島 昭 夫

主 幹 柳 田 諭 庶 務 係 長 古 川 俊 子

庶 務 係 調 査 係濱 村 勝 義 青 山 諭主 任 主 査 主 査

庶 務 係 議 事 係赤 石 奈 穂 子 葛 西 信 弘主 任 主 事
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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（宮下順一郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は57人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（宮下順一郎） 議事に入る前に諸般の報告

を行います。

12月８日に総務、産業経済及び教育民生常任委

員会に付託されました議案の審査結果について、

会議規則第104条の規定に基づき、12月９日、各

常任委員長からそれぞれ委員会審査報告書の提出

がありました。また、12月８日に設置されました

決算審査特別委員会において、委員長に菊池広志

議員が、副委員長に斉藤孝昭議員が選出され、付

託されました決算議案の審査結果について、会議

規則第104条の規定に基づき、12月12日、決算審

査特別委員長から委員会審査報告書の提出があり

ました。なお、報告書はお手元に配布してありま

すので、ごらん願います。

以上で諸般の報告を終わります。

〇議長（宮下順一郎） 本日の会議は議事日程第７

号により議事を進めます。

◎日程第１ 下北駅前整備促進特別委

員会設置及び付託

〇議長（宮下順一郎） 日程第１ 下北駅前整備促

進特別委員会設置及び付託を議題といたします。

お諮りいたします。本件は、下北駅前整備に係

る諸問題について審査及び調査するため、15人の

委員をもって構成する下北駅前整備促進特別委員

会を設置し、これに付託のうえ、審査及び調査が

終了するまで閉会中の継続審査に付することにし

たいと思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、下北駅前整備に係る諸問題について審査及

び調査するため、15人の委員をもって構成する下

北駅前整備促進特別委員会を設置し、これに付託

のうえ、審査及び調査が終了するまで閉会中の継

続審査に付することに決定いたしました。

お諮りいたします。ただいま設置されました下

北駅前整備促進特別委員会の委員の選任について

は、委員会条例第８条第１項の規定により、濵田

栄子議員、白井二郎議員、川下八十美議員、新谷

功議員、柴田峯生議員、久保田昌司議員、松野裕

而議員、東谷良久議員、佐々木肇議員、菊池広志

議員、目時睦男議員、田髙利美議員、杉本清記議

員、牛滝春夫議員、川端澄男議員の以上15人を指

。 。名したいと思います これにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました15人の議員を下

北駅前整備促進特別委員会委員に選任することに

決定いたしました。

◎日程第２～日程第31 委員長報告、

質疑、討論、採決

〇議長 宮下順一郎 次は 日程第２ 議案第227号（ ） 、

むつ市心身障害者集会施設条例から、日程第31

議案第257号 平成16年度むつ市用地造成事業会

計決算までの30件を一括議題といたします。

委員会付託した議案についての各委員会におけ

る審査の経過並びに結果について、各委員長から
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報告を求めます。

まず、議案第235号、議案第246号及び議案第

。247号について総務常任委員長の報告を求めます

総務常任委員長。

（54番 慶長德造議員登壇）

〇54番（慶長德造） 総務常任委員会に付託されま

した議案３件について、審査の経過と結果をご報

告申し上げます。

本委員会は、12月８日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布の委員会審査報告

書のとおりであります。議案第246号につきまし

、 、 、ては ご異議があり 反対意見が出されましたが

賛成多数で、その他２件につきましては全会一致

で、原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

まず、議案第235号 むつ市長等の給与の特例

に関する条例の一部を改正する条例についてであ

ります。これについて理事者側から、次のような

説明がありました。

この条例は、平成18年１月１日から平成18年３

、 、月31日までの間における 市長の給料月額を25％

助役の給料月額を20％、収入役、公営企業管理者

及び教育長の給料月額を15％減額するためのもの

であるとの説明がありました。

次に、議案第246号 指定管理者の指定につい

てでありますが、これについて、理事者側からは

むつ来さまい館、むつ下北観光物産館及びむつ市

イベント広場の３施設の管理を行う指定管理者を

指定するためのものであり、公募したところ、２

業者が応募してきた。

業者選定のため、助役を委員長とする６回の選

定委員会を開催したほか、学識経験者にも財政状

況等を見ていただいた結果、むつ商工会議所に決

定したとの説明がありました。

これについて、委員からは次のような意見が出

されました。まず、学識経験者からどういう意見

が出たかとの質疑があり、理事者側からは商店会

の取りまとめをする一団体が指定管理者となるの

には問題がないか、３年間様子を見て考えていか

なければならないとアドバイスを受けたとの答弁

がありました。

次に、物産公社には、市が途中で管理運営費を

上げた経緯があるが、今回の場合の見通しはどう

なのか、との質疑があり、理事者からは、指定管

理料は３年間変更しない、光熱水費が実際どのく

らいかかるかわからないので、３年後には見直す

との答弁がありました。

次に、指定管理料は7,000万円とのことである

が、内訳は何々か、また、労働条件、運営の仕方

等市の関与はどうなのか、さらに維持補修はどう

なっているかとの質疑があり、理事者からは、年

7,900万円の指定管理料だが、うち2,500万円ほど

が人件費であり、残りは光熱水費等である。市の

関与としては、毎年実績報告書を出してもらい、

対応する。維持補修については、本議案が通ると

業者と協定書を締結し、大規模補修工事は市が、

小規模のものは業者の負担となるとの答弁があり

ました。

次に、人件費が2,500万円では職員の雇用条件

が劣悪になるのでは、また３施設合計では何人で

積算したのかとの質疑があり、理事者からは最低

賃金は確保してもらう。何人雇用するかは業者の

自由であるが、積算の段階では12人を見込んでい

るとの答弁がありました。

この後、１名から反対討論がありました。

最後に、議案第247号 字の区域の変更につい

てでありますが、理事者側からは、これについて

は斗南丘酪農農業協同組合が農林水産省から国有

地の払い下げを受けることにより、当該土地をむ
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つ市大字奥内字二又山に字編入するためのもので

あるとの説明がありました。

以上で、総務常任委員会の審査報告を終わりま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで総務常任委員長の報

告を終わります。

次は、議案第228号から議案第234号まで、議案

第239号及び議案第241号から議案第245号までに

ついて、産業経済常任委員長の報告を求めます。

産業経済常任委員長。

（27番 佐々木隆徳議員登壇）

〇27番（佐々木隆徳） 産業経済常任委員会に付託

されました議案13件について、審査の経過と結果

をご報告申し上げます。

本委員会は、12月８日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布の委員会審査報告

書のとおりでありますが、議案第230号と議案第

234号の２件につきましてはご異議があり、反対

意見が出され、賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。その他の議案11件に

つきましては、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑、意見等について申し上げます。

初めに、当委員会付託の議案第228号 むつ市

野菜集荷貯蔵施設条例から議案第234号 むつ市

脇野沢リフレッシュセンター条例まで、議案第

239号 むつ職業能力開発校条例の一部を改正す

る条例及び議案第241号 むつ市営牧野設置条例

の一部を改正する条例から議案第243号 むつ市

堆肥センター条例の一部を改正する条例までの

11議案についてでありますが、これらはそれぞれ

の条例で設置している公の施設について、指定管

理者制度を導入するための提案であることから、

同制度についての総括的な質疑、答弁がなされま

した。

理事者側から、地方自治法の一部改正により、

公の施設の管理運営を民間事業者を含む幅広い団

体にゆだねることが可能となったことに伴い、公

の施設の管理運営を公共的団体に委託することが

できる旨の規定をしている各条例の改正が必要で

あるとの説明がありました。

このことについて、委員から、この制度のもと

では、指定管理者は管理運営に係る経費について

も考慮し、利潤の追求ができるのかとの質疑に対

し、理事者側から、従来の委託先であった公共的

団体のほかに株式会社等の民間事業者も管理運営

に参加が可能となり、効率的、効果的管理運営が

期待できるとの答弁がありました。

また、別の委員から、指定管理者を選定するま

での過程について公平性が保たれるのかとの質疑

に対し、理事者側から、指定管理者選定委員会に

おける選定方法の概要説明と本定例会で提案され

ている指定管理者の指定に係る具体的な過程につ

いての答弁がありました。

また、同委員から、指定管理者が個々の業務を

事業者に委託する際に、契約に隔たりが生ずるこ

とはないのかとの質疑に対し、理事者側からは指

定管理者応募の際の提案書でこの点について確認

することができるとの答弁がありました。

さらに、別の委員から、中には利益に結びつか

ない施設もあり、制度導入後も運営の実態が変わ

らない施設もあるのではないかとの質疑に対し、

理事者側からは、施設の内容により公募になじま

ない施設もあり、これらについては公募せずにこ

れまでの委託先を指定する方向で検討していると

の答弁がありました。

また、別の委員から、指定管理期間の設定につ

いて質疑があり、理事者側から、個々の条例で管

理期間を規定しないが、施設の設置目的、実情、

サービスの継続性及び安定性の確保、指定管理者
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のリスク軽減、計画的な管理運営の実現等を勘案

したうえで公募の際に示すことになるとの答弁が

ありました。

また、同委員から、指定期間内に管理運営の内

容を見直すことがあるのかとの質疑に対し、理事

者側から、指定期間内に改善する点、変更する点

があれば、年度ごとの計画で見直しを行うとの答

弁がありました。

また、指定管理者制度導入に係るこれらの議案

について、個別の質疑、意見等もありました。

まず、議案第231号 むつ市脇野沢保養センタ

ー条例についてでありますが、委員から、施設全

体が老朽化しているが、改善してから指定管理に

移行するのかとの質疑に対し、理事者側から、早

急に修繕すべき箇所は対応するが、大改修等につ

いては、今後計画的に指定管理者の負担とならな

い方法を検討していきたいとの答弁がありまし

た。

次に、議案第232号 むつ市脇野沢野営場条例

についてでありますが、委員から、この施設を含

めた脇野沢地区にある観光施設を個々に指定管理

するのかとの質疑に対し、理事者側からこれらの

施設について一体的に指定管理者を公募する予定

としており、付託議案である各条例では各施設の

指定管理について個別に規定しているが、将来的

には一つに取りまとめた条例を検討していきたい

との答弁がありました。

次に、議案第234号 むつ市脇野沢リフレッシ

、 、ュセンター条例についてでありますが 委員から

財政が厳しい状況を踏まえ、冬期間も開館する必

要があるのかとの質疑に対し、理事者側からは、

数年前からむつ下北地域は「冬の観光」をテーマ

にしており、この施設は観光の拠点であるため、

条例上は年中開館との規定であるが、川内地区の

道の駅が冬期間閉鎖していることも踏まえ、少し

推移を見守りたいとの答弁がありました。

以上で産業経済常任委員会の審査報告を終わり

ます。

〇議長（宮下順一郎） これで産業経済常任委員長

の報告を終わります。

次は、議案第227号、議案第236号から議案第

238号まで及び議案第240号について、教育民生常

任委員会副委員長の報告を求めます。教育民生常

任委員会副委員長。

（39番 鎌田ちよ子議員登壇）

〇39番（鎌田ちよ子） 教育民生常任委員会に付託

されました議案５件について、審査の経過と結果

をご報告申し上げます。

本委員会は、12月８日、関係部長等の出席を求

めて審査いたしました。

審査の結果は、お手元に配布の委員会審査報告

書のとおりでありますが、議案第227号及び議案

第240号の２件につきましては異議があり、反対

意見が出されましたが、賛成多数で、その他の議

案３件につきましては全会一致で原案のとおり可

決すべきものと決定いたしました。

以下、審査の過程において出されました主なる

質疑等について申し上げます。

初めに、反対意見が出されました議案第227号

及び議案第240号についてであります。

この議案２件は、平成15年９月２日に地方自治

法の一部を改正する法律が施行され、地方公共団

体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が

導入されたことの趣旨にのっとり、当市の施設に

おいても指定管理者制度を導入するためのもので

あります。

まず、議案第227号 むつ市心身障害者集会施

設条例についてであります。この議案について理

事者側から、在宅の心身障害者のための集会施設

「ふれあいの家」の管理運営に指定管理者制度を

導入し、あわせて、当該施設の「開館時間 「休」

館日」等、従来施行規則において定めていたもの
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を条例に明記した。また、第２及び第４土曜日は

休館日であったが開館することとし、利用者の利

便性と住民サービスの向上を図る。さらに、施設

の業務と利用に際しての利用者の義務等も定め、

条文を整備し条例を全部改正したものであるとの

提案説明がありました。

この説明に対し委員から、指定管理者制度は経

費の節減等を図ることができるとしているが、ど

の程度節減できるものなのか。また、土曜日の開

館について、利用者から要望等は出ていたのかと

の質疑がありました。

理事者側からは「ふれあいの家」の市直営運営

費は１年間でおよそ290万円であるが、指定管理

者制度を導入することにより230万円台での運営

が可能になる。また、土曜日の開館については、

聾唖者協会から手話の講習会開催等について開館

の要望が強く出ていたものであるとの答弁があり

ました。

さらに、同委員から、当該施設の指定管理者の

決定はどのようにするのかとの質疑に対し、指定

管理者の決定は公募した上で選定委員会がその選

定基準について特に意を用い総合的に判断し決定

するものであるとの答弁がありました。

また、他の委員から、本条例と障害者自立支援

法との整合性について質疑があり、理事者側から

当該施設は身体・知的・精神、どの障害を持つ人

にも利用してもらえる施設であり、障害者自立支

援法に基づいたものである。また、事前に連絡し

てもらうことにより、利用者のニーズに合わせ効

果的・効率的に対応し、より柔軟で質の高いサー

ビスを図ることができるとの質疑がありました。

次に、議案第240号 むつ市脇野沢高齢者福祉

施設条例の一部を改正する条例についてでありま

す。

この議案について理事者側から、脇野沢地区に

ある脇野沢高齢者福祉施設「いこいの里」は、平

成11年度から13年度にかけ旧脇野沢村初めての高

齢者福祉施設として、高齢者デイサービスセンタ

、 、 、ー 特別養護老人ホーム 高齢者ショートステイ

高齢者介護支援センターそして訪問介護ステーシ

ョン等多様な機能を持つ施設として整備され、介

護サービスや高齢者福祉施策の中枢機能として大

きな役割を果たしている。

施設の管理運営は、利用者本位を第一に公設民

営方式を取り入れ社会福祉にノウハウを持った社

会福祉法人に委託し、その管理運営にかかる経費

は、通所及び入所等の利用料金収入を法人の収入

とすることで賄ってきた。

このたびの法改正に伴い「民間でできるものは

民間で」の基本方針のもと、利用者の利便性・安

心・快適かつ安定した利用を大前提に、これまで

の方式を継続させるべく指定管理者制度を導入す

るものである。なお、本制度の導入に当たり公平

・公正の観点から原則的には公募であるが、福祉

施設の特殊性さらには利用者に係る環境変化を考

慮するため、公募資格について地域性に精通した

社会福祉に理解のある、そして本施設の運営にノ

ウハウを持った市内の社会福祉法人を指定管理者

の対象とする予定であるとの提案説明がありまし

たが、このことについて複数の委員から質疑があ

りました。

まず、指定管理者制度の導入について、基本的

には公募だが地域に精通した、この施設の運営に

ノウハウを持った法人に選定すると言うが、現在

委託を受けている法人を指定管理者とするのかと

の質疑に対し、基本は公募である。その中で管理

運営のコストだけではなく、サービス提供のノウ

ハウ、物的・人的能力の状況などを総合的に検討

・判断して評価するものであるとの答弁がありま

した。

また別の委員から、現在委託を受けている法人

以外の者が指定管理者に選定されると、この施設
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で働く職員数の増減はあるのかとの質疑に対し、

理事者側から、福祉施設を運営するには雇用の関

係においても法令を遵守しなければならない。特

別養護老人ホームの場合、当該施設はユニットケ

ア方式をとっているので入所者３人に対し１人の

ケアをする職員が必要となってくる。このような

基準を十分満たした事業計画でなければ県は申請

の受理はしないので、そういう点から見ても現在

の職員数は確保され運営されるものと思うとの答

弁がありました。

さらに別の委員から、指定管理者制度の導入は

経費面での効率化も目的の一つであるが、当該福

祉施設の運営で利益は見込めるのかとの質疑に対

し、理事者側から、旧脇野沢村では委託料を支払

うことなく、当該施設の管理運営をこの施設の利

用料金収入だけで法人の企業努力により賄っても

らっていた。これらをかんがみても収益は十分あ

るものと考える。また、当該施設も年数が経過し

補修箇所等も出てくると思うが、市としての新た

な支出がないよう契約内容を見直していきたいと

の答弁がありました。

また同委員から、指定管理者の公募の際、現在

委託を受けている法人以外の者が安価な料金で申

請してきた場合はどうするのかとの質疑に対し、

理事者側から、選定委員会で設定する選定基準に

は金額に関するものはなく、あくまでも法令を遵

守し施設においてより柔軟で良質なサービスを提

供でき多様化する住民ニーズに効果的・効率的に

対応し、どのくらい地域の福祉に貢献できるかが

基準となるとの答弁がありました。

この議案第240号については、反対討論があり

ました。

その委員からは 「三位一体改革 「公務員制、 」

度改革 「官から民へ」等々のさまざまな改革が」

なされようとしているが、一定の政策目標の達成

が強く求められるような場合には、官の関与が必

要になってくる 「教育」とか「福祉」は利益だ。

けでは推しはかるべきではない。経費の節減を重

視することはサービス提供の低下や公的責任の後

退にも及んでくる。このような理由からこの議案

には反対であるとの意見が述べられました。

次に、議案第236号 むつ市育英基金条例の一

部を改正する条例についてであります。

この議案について、理事者側から、当市の人材

育成にという趣意をもって杉山浩一氏より、杉山

石美育英基金の原資へ164万4,141円の寄附を受け

たので、これを育英基金に組み入れ有効な管理運

営を図るための条例提案であるとの説明がありま

したが、このことについて委員から、貸し付けを

受けている学生の卒業後の奨学金返済状況はどう

なっているか質疑があり、理事者側から、合併後

の滞納については滞納者数109名、滞納金額

1,429万1,000円になっているとの答弁がありまし

た。この奨学金の返済について委員から、分納す

ることもなく最初から返済する意思のない者につ

いては厳しく対処し、向学心のある一人でも多く

の学生たちに奨学資金として活用できるよう回収

に努力してほしいとの強い要望がありました。

次に、議案第237号 むつ市立学校設置条例の

一部を改正する条例についてであります。

この議案について理事者側から、平成18年３月

31日をもって、佐助川小学校が閉校されることに

伴い同校を廃止するための条例提案であるとの説

明がありました。

この施設の閉校後の維持管理及び有効利用につ

いて委員から質疑があり、理事者側から、佐助川

小学校は３年間休校となっていた。その間、大畑

町教育委員会においてこの施設のかぎを管理し地

域の貸し出し要望等があった場合は、それに対応

する方針をとってきた。今後についても、大畑庁

舎教育課で施設のかぎを保管し全体においては、

むつ市教育委員会が適宜管理を行う。特別に管理



- 193 -

人を配置したり清掃委託は行わない。かぎの保管

と定期的な巡回をすることになる。

また、佐助川小学校の閉校に当たり、この地区

の町内会長から地域の実情と希望を確認したとこ

ろ、この地域では地区集会所の利用頻度が高いこ

とから現時点で同施設を利用する予定はないとの

回答をもらっている。今後、地域の方から要望が

あれば改めて協議することで同意を得ている。

なお、現在は電気・水道等止まっている状態で

あるが、これら電気・水道等の復旧経費について

は、数百万円の単位でかかる見込みである。危険

箇所についての補修等も考慮すれば使用可能な状

態にするためには多大な経費がかかるものと思う

との答弁がありました。

現在、体育館と一部教室においては、旧大畑町

の歴史遺産である二枚橋遺跡等から発掘された土

器及び郷土資料としての民具等を保管している。

貴重な財産が保管されているので大畑庁舎教育課

を中心とするむつ市教育委員会が責任を持った巡

回体制をとっていくとの答弁がありました。

また他の委員から、これら出土品等の展示、見

、 、学の計画はあるかとの質疑に対し 理事者側から

遺跡からの出土品及び大畑地区の郷土民芸品等に

ついて整理がつけば、図書館・公民館等での早い

時期での展示を考えているとの答弁がありまし

た。

また、佐助川小学校閉校後の学区について、こ

の地区の児童の学区は二枚橋小学校となるが、児

童や保護者の希望によっては大畑小学校にも入学

可能であると本会議で答弁があったが、学区との

整合性についてはどうなのかとの質疑があり、理

事者側から、閉校・廃校になった場合は、隣接す

る学校が入学対象校となる。学校の指定に当たっ

ては特定した学校への集中を避けるよう義務教育

の適正な実施のため、あらかじめ各学校ごとの通

学区域を決めており入学予定者の住所により入学

すべき学校を指定している。これが学区設定の基

本であるが、児童の病気・障害等または保護者の

特殊な事情等によって学区の厳密な適用がマイナ

スになる場合もある。それらを解消するため学区

変更の申請が出た場合は、真摯にこれを受けとめ

検討し変更を認めている。これらの変更は、年に

数件出ているが安易に認めているものではなく基

本を守りつつ諸事情を尊重し対応しているとの答

弁がありました。

なお、佐助川小学校の閉校に当たり後利用につ

いて、総合的な検討をしてぜひ有効活用してほし

い旨の要望がありました。

以上で、教育民生常任委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（宮下順一郎） これで教育民生常任委員会

副委員長の報告を終わります。

次は、議案第249号から議案第257号までについ

て、決算審査特別委員長の報告を求めます。決算

審査特別委員長。

（40番 菊池広志議員登壇）

〇40番（菊池広志） 決算審査特別委員会に付託さ

れました、議案第249号 平成16年度むつ市一般

会計歳入歳出決算から、議案第257号 平成16年

度むつ市用地造成事業会計決算までの議案９件に

、 。ついて 審査の経過と結果をご報告申し上げます

本委員会は、12月９日に、助役、収入役ほか関

係部長等の出席を求めて審査いたしました。

審査の過程で出されました質疑等につきまして

は、全員で構成する特別委員会でありますので、

省略させていただきます。

審査の結果は、お手元に配布されております委

員会審査報告書のとおりでありますが、付託され

ました各議案について申し上げます。

まず、議案第249号 平成16年度むつ市一般会

計歳入歳出決算については、委員１名より反対討

論がありましたが、賛成多数で認定すべきものと
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決定いたしました。

次に、議案第250号 平成16年度むつ市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算、議案第251号 平

成16年度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算、

議案第252号 平成16年度むつ市下水道事業特別

会計歳入歳出決算、議案第253号 平成16年度む

つ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算、議

案第254号 平成16年度むつ市介護保険特別会計

歳入歳出決算、議案第255号 平成16年度むつ市

魚市場事業特別会計歳入歳出決算、議案第256号

平成16年度むつ市簡易水道事業特別会計歳入歳出

決算、議案第257号 平成16年度むつ市用地造成

事業会計決算は、全会一致で認定すべきものと決

定いたしました。

以上で、決算審査特別委員会の審査報告を終わ

ります。

〇議長（宮下順一郎） これで決算審査特別委員長

の報告を終わります。

以上で各委員長の報告を終わります。

ここで議事整理のため、11時10分まで暫時休憩

いたします。

午前１０時３８分 休憩

午前１１時１５分 再開

〇議長（宮下順一郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

先ほど開かれました下北駅前整備促進特別委員

会において、委員長に川下八十美議員、副委員長

に佐々木肇議員が選任されましたので、ご報告い

たします。

〇議長（宮下順一郎） これより質疑、討論、採決

を行います。

先ほど一括議題といたしました議案第227号か

ら議案第257号までは、区分して１議案ごとに質

、 、 、 。疑 討論 採決を行いますので ご了承願います

◇議案第２２７号

〇議長（宮下順一郎） まず、議案第227号 むつ

市心身障害者集会施設条例について、教育民生常

任委員会副委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第227号 むつ市心身障

、 。害者集会施設条例に対し 反対討論をいたします

本案は、管理運営について指定管理者制度を導

入するためのものであります。本議会には、指定

管理者制度にかかわる議案が14本出ております。

指定管理者制度を導入しても経費が浮かないどこ

ろか、サービスの向上も期待できない実態も明ら

かになりました。もとはといえば、直営か、指定

管理者制度かという選択しかできない仕組みを国

の方でつくったということが最大の問題でありま

す。まさに地方自治に介入する法律を国の方でつ

くったということです。地方分権を進めると言い

ながら、市町村合併を無理やり押しつける、地方

分権を進めると言いながら、地方自治体の自由な

運営を制限し、指定管理者制度などというものを

。 、 、押しつける これからは 地方分権にふさわしく

こういう国の押しつけに対し、物を言える自治体

運営が求められるものと言えます。地方分権を進

める意思が全く見られない国の言いなりとしか言

いようのない指定管理者制度導入という本議案に

対し、反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第227号についてご異議がありますので、
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起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者５人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第227号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２２８号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第228号 むつ

市野菜集荷貯蔵施設条例について、産業経済常任

委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第228号 むつ市野菜集

荷貯蔵施設条例に対して反対討論をいたします。

本案は、管理運営について指定管理者制度を導

入するためのものであります。前議案と同様の理

由で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第228号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第228号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２２９号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第229号 むつ

市脇野沢畜産流通加工施設及び農村活性化施設条

例について、産業経済常任委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第229号 むつ市脇野沢

畜産流通加工施設及び農村活性化施設条例に対

し、反対討論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第229号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第229号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３０号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第230号 むつ

市地域特産品生産施設条例について、産業経済常

任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり
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ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第230号 むつ市地域特

、 。産品生産施設条例に対し 反対討論をいたします

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第230号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第230号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３１号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第231号 むつ

市脇野沢保養センター条例について、産業経済常

任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第231号 むつ市脇野沢

、 。保養センター条例に対し 反対討論をいたします

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第231号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第231号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３２号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第232号 むつ

市脇野沢野営場条例について、産業経済常任委員

長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第232号 むつ市脇野沢

野営場条例に対し、反対討論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第232号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。
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委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第232号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３３号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第233号 むつ

市奥薬研修景公園条例について、産業経済常任委

員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第233号 むつ市奥薬研

修景公園条例に対し、反対討論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第233号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第233号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３４号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第234号 むつ

市脇野沢リフレッシュセンター条例について、産

業経済常任委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第234号 むつ市脇野沢

リフレッシュセンター条例に対し、反対討論をい

たします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第234号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第234号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２３５号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第235号 むつ

市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正す

る条例について、総務常任委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第235号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２３６号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第236号 むつ

市育英基金条例の一部を改正する条例について、

教育民生常任委員会副委員長報告に対し、質疑に

入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第236号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２３７号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第237号 むつ

市立学校設置条例の一部を改正する条例につい

て、教育民生常任委員会副委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第237号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２３８号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第238号 むつ

市立図書館設置条例の一部を改正する条例につい

て、教育民生常任委員会副委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第238号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２３９号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第239号 むつ

職業能力開発校条例の一部を改正する条例につい

て、産業経済常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第239号 むつ職業能力

開発校条例の一部を改正する条例に対し、反対討
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論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。議案第227号同様の

理由で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第239号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第239号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４０号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第240号 むつ

市脇野沢高齢者福祉施設条例の一部を改正する条

例について、教育民生常任委員会副委員長報告に

対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第240号 むつ市脇野沢

高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例に対

し、反対討論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第240号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第240号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４１号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第241号 むつ

市営牧野設置条例の一部を改正する条例につい

て、産業経済常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第241号 むつ市営牧野

設置条例の一部を改正する条例に対し、反対討論

をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第241号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の
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起立を求めます。

（起立者50人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第241号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４２号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第242号 むつ

市営脇野沢家畜管理施設条例の一部を改正する条

例について、産業経済常任委員長報告に対し、質

疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第242号 むつ市営脇野

沢家畜管理施設条例の一部を改正する条例に対

し、反対討論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対いたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第242号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者51人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第242号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４３号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第243号 むつ

市堆肥センター条例の一部を改正する条例につい

て、産業経済常任委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第243号 むつ市堆肥セ

ンター条例の一部を改正する条例に対し、反対討

論をいたします。

本案も管理運営について指定管理者制度を導入

するためのものであります。前議案と同様の理由

で反対をいたします。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第243号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者51人、起立しない者４人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第243号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４４号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第244号 むつ

市地方卸売市場大畑町魚市場条例の一部を改正す

、 、る条例について 産業経済常任委員長報告に対し

質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり
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ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第244号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２４５号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第245号 むつ

市青森東部区域畜産基地建設事業受益者負担金等

徴収条例を廃止する条例について、産業経済常任

委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第245号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２４６号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第246号 指定

管理者の指定について、総務常任委員長報告に対

し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第246号 指定管理者の

指定について反対討論をいたします。

本案は、むつ来さまい館など、３施設の管理者

をむつ商工会議所に指定するためのものでありま

す。むつ商工会議所が問題というわけではありま

せん。むつ来さまい館という問題な施設に関連す

ることであるということで賛同するわけにいかな

いのであります。市長は、電源三法交付金は使い

勝手が決められていて、いわば押しつけられたと

いう表現もしておりますが、電気料金の還元とし

て戻してほしいという市民の声は多かったのでは

ないでしょうか。指定管理者制度導入後も市の負

担は7,000万円で、電源三法交付金を充当すると

しています。小さな修繕は指定管理者負担として

いるものの大規模改修は市の負担とし、市民の血

税投入は避けられません。本案に対し、反対いた

します。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第246号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者49人、起立しない者６人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第246号は委員長報告のとおり可決され

ました。

◇議案第２４７号

〇議長（宮下順一郎） 次は、議案第247号 字の

、 、区域の変更について 総務常任委員長報告に対し

質疑に入ります。
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質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

委員長報告のとおり可決することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第247号は委員長報告のとおり可決さ

れました。

◇議案第２４９号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第249号 平成16年（ ） 、

度むつ市一般会計歳入歳出決算について、決算審

査特別委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

すので発言を許可します。21番横垣成年議員。

（21番 横垣成年議員登壇）

〇21番（横垣成年） 議案第249号 平成16年度む

つ市一般会計歳入歳出決算に対し、反対討論をい

たします。

本案は、合併後初めての決算であります。むつ

市職員の日ごろの奮闘、そして市民サービス向上

への努力、経費削減への協力もあった中、残念な

がら累積赤字が22億2,755万3,165円となっていま

す。約32億円が赤字再建団体転落ラインです。ま

だ余裕があるように見えますが、予断は許されま

せん。さらなる奮闘を期待するものであります。

市長に赤字の原因はと聞くと、箱物建設偏重姿

勢への反省の一言もなく、三位一体改革など交付

金の減額と不景気による税収の伸び悩み、生活保

護の負担増という決まり文句が返ってきます。同

じ条件にありながら、合併もしないで市民サービ

ス切り捨てもしないで立派に運営している自治体

があります。合併しながらも市民サービスをさら

に充実する取り組みをしている市もあります。新

むつ市もそのような努力が見える市であることを

期待するものであります。

平成16年度の決算を見る限り、むつ来さまい館

など箱物中心であり、今までそれなりに充実して

いた市民サービス、その市民サービス切り捨ての

方向にストップをかける決算となっていません。

また、許されないのが本議案の参考資料としての

赤字解消計画には合併のうたい文句だったサービ

スは高く、負担は低くというものが全く無視され

た形で、使用料、手数料は受益者負担の適正化を

図るため保育料及びごみ処理手数料等の見直しに

伴う増を見込んでいることであります。こういう

市民への負担前提の赤字解消計画を添付した箱物

偏重としか言いようのない本決算に反対をいたし

ます。

議員皆様方のご賛同をよろしくお願いいたしま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで討論を終わります。

これより採決に入ります。

議案第249号についてご異議がありますので、

起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立者48人、起立しない者７人）

〇議長（宮下順一郎） 起立多数であります。よっ

て、議案第249号は委員長報告のとおり認定され

ました。

◇議案第２５０号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第250号 平成16年（ ） 、

度むつ市国民健康保険特別会計歳入歳出決算につ

いて、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入
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ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第250号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５１号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第251号 平成16年（ ） 、

度むつ市老人保健特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第251号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５２号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第252号 平成16年（ ） 、

度むつ市下水道事業特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第252号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５３号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第253号 平成16年（ ） 、

度むつ市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算

について、決算審査特別委員長報告に対し、質疑

に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第253号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５４号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第254号 平成16年（ ） 、

度むつ市介護保険特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま
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せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第254号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５５号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第255号 平成16年（ ） 、

度むつ市魚市場事業特別会計歳入歳出決算につい

て、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入り

ます。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第255号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５６号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第256号 平成16年（ ） 、

度むつ市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、決算審査特別委員長報告に対し、質疑に入

ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第256号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◇議案第２５７号

〇議長 宮下順一郎 次は 議案第257号 平成16年（ ） 、

度むつ市用地造成事業会計決算について、決算審

査特別委員長報告に対し、質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案に対する委員長の報告は認定であります。

委員長報告のとおり認定することにご異議ありま

せんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議案第257号は委員長報告のとおり認定さ

れました。

◎日程第32～日程第36 議員提出議案

上程、提案理由説明、質疑、討論、

採決

◇議員提出議案第１１号

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第32 議員提出

議案第11号 「真の地方分権改革の確実な実現」

に関する意見書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。54番慶

長德造議員。

（54番 慶長德造議員登壇）

〇54番（慶長德造） 議員提出議案第11号 「真の

地方分権改革の確実な実現」に関する意見書につ
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いて、意見書案の朗読をもって提案理由にかえさ

せていただきます。

「三位一体の改革」は、小泉内閣総理大臣が進

める「国から地方へ」の構造改革の最大の柱であ

り、全国一律・画一的な施策を転換し、地方の自

由度を高め効率的な行財政運営を確立することに

ある。

地方六団体は、平成18年度までの第１期改革に

おいて３兆円の税源移譲を確実に実施するため、

昨年の3.2兆円の国庫補助負担金改革案の提出に

続き政府からの再度の要請により、去る７月20日

に残り6,000億円の確実な税源移譲を目指して 国「

庫補助負担金等に関する改革案（２ 」を取りま）

とめ、改めて小泉内閣総理大臣に提出したところ

である。

政府・与党においては、去る11月30日 「三位、

一体の改革について」決定され、地方への３兆円

の税源移譲、施設整備費国庫補助負担金の一部に

ついて税源移譲の対象とされ、また、生活保護費

負担金の地方への負担転嫁を行わなかったことは

評価するものであるが 「地方の改革案」になか、

った児童扶養手当や児童手当、義務教育費国庫負

担金の負担率の引き下げなど、真の地方分権改革

の理念に沿わない内容や課題も多く含まれ、今後

「真の地方分権改革の確実な実現」に向け「地方

の改革案」に沿って平成19年度以降も「第２期改

革」として、さらなる改革を強力に推進する必要

がある。

よって、国においては、平成18年度の地方税財

政対策において、真の地方分権改革を実現するよ

う、下記事項の実現を強く求める。

記

１．地方交付税の所要総額の確保

平成18年度の地方交付税については 「基、

本方針2005」の閣議決定を踏まえ、地方公

共団体の安定的財政運営に支障を来すこと

のないよう地方交付税の所要総額を確保す

ること。

また、税源移譲が行われても税源移譲額が

国庫補助負担金廃止に伴い財源措置すべき

額に満たない地方公共団体については、地

方交付税の算定等を通じて確実に財源措置

を行うこと。

２．３兆円規模の確実な税源移譲

３兆円規模の税源移譲に当たっては、所得

税から個人住民税への10％比例税率化によ

り実現すること。

また、個人所得課税全体で実質的な増税と

ならないよう適切な負担調整措置を講ずる

こと。

３．都市税源の充実確保

個人住民税は、負担分任の性格を有すると

ともに、福祉等の対人サービスを安定的に

支えていく上で極めて重要な税であり市町

村への配分割合を高めること。

４．真の地方分権改革のための「第２次改革」

の実施

政府においては、三位一体の改革を平成

18年度までの第１期改革にとどめることな

く 「真の地方分権改革の確実な実現」に向、

け平成19年度以降も「第２期改革」として

「地方の改革案」に沿ったさらなる改革を

引き続き強力に推進すること。

５．義務教育費国庫補助負担金について

地方が創意と工夫に満ちた教育行政を展開

するため「地方の改革案」に沿った税源移

譲を実現すること。

６．施設整備費国庫補助負担金について

施設整備費国庫補助負担金の一部について

税源移譲割合が50％とされ税源移譲の対象

とされたところではあるが、地方の裁量を

高めるため「第２期改革」において 「地方、
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の改革案」に沿った施設整備費国庫補助負

担金の税源移譲を実現すること。

７．法定率分の引き上げ等の確実な財源措置

税源移譲に伴う地方財源不足に対する補て

んについては、地方交付税法の原則に従い

法定率分の引き上げで対応すること。

８．地方財政計画における決算乖離の同時一体

的な是正

地方財政計画と決算との乖離については、

平成18年度以降についても引き続き同時一

体的に規模是正を行うこと。

９ 「国と地方の協議の場」の制度化．

「真の地方分権改革の確実な実現」を推進

するため 「国と地方の協議の場」を定期的、

に開催しこれを制度化すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

以上が提案理由であります。議員の皆様方のご

賛同をよろしくお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第11号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第11号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第11号は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、衆議

院議長、参議院議長、その他関係機関としたいと

思います。ご了承願います。

◇議員提出議案第１２号

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第33 議員提出

議案第12号 議会制度改革の早期実現に関する意

見書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。25番東

谷良久議員。

（25番 東谷良久議員登壇）

〇25番（東谷良久） 議員提出議案第12号 議会制

度改革の早期実現に関する意見書について、意見

書案の朗読をもって提案理由にかえさせていただ

きます。

国においては、現在、第28次地方制度調査会に

おいて「議会のあり方」について調査・審議を行

っており、このような状況を踏まえ全国市議会議

長会は、さきに「地方議会の充実強化」に向けた

自己改革への取り組み強化についての決意を同調

査会に対し表明するとともに、必要な制度改革要

望を提出したところである。

しかしながら、同調査会の審議動向を見ると、

全国市議会議長会を初めとした３議長会の要望が

十分反映されていない状況にある。

本格的な地方分権時代を迎え住民自治の根幹を

なす議会がその期待される役割と責任を果たして

いくためには、地方議会制度の改正が必要不可欠

である。

よって、国においては、現在検討されている事

項を含めとりわけ下記の事項について、今次地方
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制度調査会において十分審議の上抜本的な制度改

革が行われるよう強く求める。

記

１．議会の招集権を議長に付与すること。

２．地方自治法第96条２項の法定受託事務に係

る制限を廃止するなど議決権を拡大するこ

と。

３．専決処分要件を見直すとともに、不承認の

場合の首長の対応措置を義務づけること。

４．議会に附属機関の設置を可能とすること。

５．議会の内部機関の設置を自由化すること。

６．調査権・監視権を強化すること。

７．地方自治法第203条から「議会の議員」を

除き、別途「公選職」という新たな分類項

目に位置づけるとともに、職務遂行の対価

についてもこれにふさわしい名称に改める

こと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

以上が提案理由であります。議員の皆様方のご

賛同をよろしくお願いします。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第12号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第12号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第12号は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長とした

いと思います。ご了承願います。

◇議員提出議案第１３号

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第34 議員提出

議案第13号 「地域と中小企業の金融環境の改善

と金融の円滑化」を求める意見書を議題といたし

ます。

提出者から提案理由の説明を求めます。７番川

下八十美議員。

（７番 川下八十美議員登壇）

〇７番（川下八十美） 議員提出議案第13号 「地

域と中小企業の金融環境の改善と金融の円滑化」

を求める意見書について、意見書案の朗読をもっ

て提案理由にかえさせていただきます。

我が国の経済は、一部の大手企業の設備投資、

生産、収益等で回復基調にあるものの、依然とし

て地域経済や中小企業に不況感が強く個人消費の

横ばい原油の高騰に端を発した原材料価格の値上

げなど不安定要素は増している。しかも近年、一

部では改善が見られるものの中小企業向け貸し出

しは総じて減少しており金融環境は厳しい状況が

続いている。また、この間大量の不良債権が発生

し、金融機関の破綻や金融システムの不安を引き

起こした。

このような中、金融庁より「リレーションシッ

プバンキングの機能強化に関するアクションプロ

グラム」や「金融検査マニュアル別冊「中小企業

融資編 」に続き本年３月には「地域密着型金融」
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の機能強化に関するアクションプログラム」が出

されたが、地域経済の活性化のための中小企業金

融の円滑化に向けたさらなる対策を講ずることが

求められている。

よって、国におかれては、次に掲げる事項の実

現に向けて政府系並びに民間の金融機関に対して

要請するなど適切に対処するよう強く要望する。

①貸し手と借り手の公正な取引関係を維持しつ

つ地域と中小企業に対し、より円滑な資金供

給や利用者利便を図ること。

②物的担保優先や連帯保証による割合を減ら

し、中小企業の潜在能力や事業性を重視する

融資を拡大すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

以上が提案理由の説明であります。議員皆々様

方のご賛同を心のしんよりお願いを申し上げま

す。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第13号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第13号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第13号は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

大臣、財務大臣、経済産業大臣、金融担当大臣と

したいと思います。ご了承願います。

◇議員提出議案第１４号

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第35 議員提出

議案第14号 総合的なアスベスト対策の実施を求

める意見書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。44番目

時睦男議員。

（44番 目時睦男議員登壇）

〇44番（目時睦男） 議員提出議案第14号 総合的

なアスベスト対策の実施を求める意見書につい

て、意見書案の朗読をもって提案理由とさせてい

ただきます。

発がん物質アスベスト（石綿）は、その粉じん

を吸入してから数十年の潜伏期間を経て中皮腫・

肺がんなどの恐ろしい病気を引き起こすことから

「静かな時限爆弾」とも呼ばれています。

尼崎市の一工場をめぐる被害実態が明らかにさ

れたことから始まった今日のアスベスト問題は、

アスベストを扱っていた労働者や建設従事者の被

害にとどまらず工場の周辺住民やアスベストを含

有した建材、その他の製品からの暴露など、公害

・環境汚染の拡大を予測させる事態となっていま

す。

政府がアスベストの危険性を認識しつつも規制

が不十分であったこと、先進国での全面禁止から

も大きく立ちおくれたこと、企業による十分なア

スベスト管理や国民への情報提供がなされなかっ

たことで被害を拡大していることなど国と企業の

責任は極めて大きいと言わざるを得ません。

今日多くの人々がアスベストによる健康被害の
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不安を抱いています。よって、国会及び政府にお

いては、下記事項について検討を加えすべての被

害者を政府と企業の責任で救済・補償するととも

に 子供たちを含めた将来の健康被害を予防し ノ、 「

ンアスベスト社会」を実施していくための抜本的

・総合的な対策を早期に実現するよう強く要望し

ます。

記

１．アスベスト及びアスベスト含有製品の製造

・販売・新たな使用等を速やかに全面禁止

すること。

２．アスベスト及びアスベスト含有製品の把握

・管理・除去・廃棄などを含めた総合的対

策を一元的に推進するための基本となる法

律（仮称「アスベスト対策基本法 ）を制定」

すること。

３．アスベストに暴露した者に対する健康管理

制度を確立すること。

４．アスベスト被害にかかわる労災補償につい

ては、時効を適用しないこと。アスベスト

関係企業の従事者の不安を払拭するため、

労働災害について相談窓口の周知徹底を図

るとともに、適切に労災認定を行うこと。

５．労災補償が適用されないアスベスト被害に

ついて、労災補償に準じた療養・所得・遺

族補償などの制度を早期に確立すること。

６．中皮腫は原則すべて補償の対象とするとと

もに、中皮腫の数倍と言われるアスベスト

肺がんなど中皮腫以外のアスベスト関連疾

患も確実に補償を受けられるようにするこ

と。

７．学校、病院、社会福祉施設など公共施設及

び公共的施設において、残存アスベストの

撤去・改修工事が必要となる場合には、こ

うした施設のアスベスト対策工事に国庫補

助・融資制度などの財政的支援措置を講ず

ること。

８．大気環境へのアスベスト飛散防止措置の対

象となる建築物の解体・補修作業の規模要

件等を撤廃すること。

９．アスベストを取り扱う工場を有する企業に

対して、地域住民の健康不安に対する説明

責任を果たすよう業界団体などを通じて指

導すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

以上が提案理由であります。議員皆様方のご賛

同をよろしくお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第14号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第14号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第14号は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生

労働大臣、国土交通大臣、文部科学大臣、衆議院
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議長、参議院議長としたいと思います。ご了承願

います。

◇議員提出議案第１５号

〇議長（宮下順一郎） 次は、日程第36 議員提出

議案第15号 建設国保の育成・強化に関する意見

書を議題といたします。

提出者から提案理由の説明を求めます。44番目

時睦男議員。

（44番 目時睦男議員登壇）

〇44番（目時睦男） 議員提出議案第15号 建設国

保の育成・強化に関する意見書について、意見書

案の朗読をもって提案理由にかえさせていただき

ます。

建設投資がピーク時の60％台にまで落ち込んだ

、 。中で 建設労働者は仕事の確保に追われています

ようやく仕事を見つけても今度は賃金引き下げや

不払いなど苦境に立たされ続けています。このよ

うに賃金・労働条件が不安定な建設現場で働く建

設労働者にとって建設国保は必要不可欠な制度で

す。

建設業に従事する職種の労働者・職人・一人親

方・小零細事業主は、休業のときの収入が保障さ

れていません。病気やけがで仕事ができなくなれ

ば即収入の道が断たれてしまいます。１日休業す

ればその分所得が減少してしまうことから、疾病

による休職は日常生活に与える影響が大きくまし

て長期間の入院・療養生活ともなれば、収入のな

い中から医療費・入院給食費などの治療にかかる

費用や生活費、国保組合の保険料なども払わねば

なりません。そのために、休業補償としての傷病

手当金を給付するなど、建設国保は建設業の就労

実態に即した保険者運営を心がけています。組合

員も高い保険料率を維持し労災の紛れ込みを防止

するなど医療費の適正化に向けた努力を行ってい

ます。

保険者機能が十分発揮でき結果として医療費の

上昇をある程度抑制することができる組合方式の

建設国保が、今後とも安定した運営が続けられる

よう来年度予算編成に当たって以下の項目の実現

を求めます。

記

１．国民健康保険の管理・運営の主体は公営国

保と国保組合とし、建設国保組合を育成・

強化すること。

２．国保組合に対する国庫補助は従来以上の水

準を確保すること。そのため、当面国保組

合に対する特別助成については、厚生労働

省の概算要求額281億円を満額確保するこ

と。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を

提出する。

以上が提案理由であります。議員皆様方のご賛

同をよろしくお願いいたします。

〇議長（宮下順一郎） これで提案理由の説明を終

わります。

これより質疑に入ります。

質疑の通告がありません。これで質疑を終わり

ます。

お諮りいたします。ただいま議題となっており

ます議員提出議案第15号は、会議規則第38条第２

項の規定により、委員会への付託を省略したいと

思います。これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第15号は委員会への付託を省

略することに決定いたしました。

これより討論に入ります。討論の通告がありま

せんので、ただちに採決いたします。

本案は原案のとおり可決することにご異議あり

ませんか。

（ 異議なし」の声あり）「
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〇議長（宮下順一郎） ご異議なしと認めます。よ

って、議員提出議案第15号は原案のとおり可決さ

れました。

なお、本意見書の提出先については、内閣総理

大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、

衆議院議長、参議院議長としたいと思います。ご

了承願います。

◎閉会の宣告

〇議長（宮下順一郎） これで、本定例会に付議さ

れた事件はすべて議了いたしました。

以上で、むつ市議会第186回定例会を閉会いた

します。

午後 零時２１分 閉会
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